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今後の会議の進め方について（案） 

 

１ 会議の公開について 

  附属機関等の会議は、府中市情報公開条例第３２条第１項により、原則公開する

ものとされており、これを遵守する。 

 

 

 

 

 

 
 

 

２ 会議の開催の広報 

  会議の開催に際しては、あらかじめ日程、会場等を市報に掲載し、会議を開催  

することを原則とする。傍聴人数、申込みが必要かどうかについても掲載する。 

 

 

 

 

３ 会議録の作成及び公開 

  会議後は、要点記録による会議録を作成し、各委員の内容の確認が終了した後、 

一般の閲覧に供する。なお、発言者の氏名は、確認の際は氏名を記載するが、公開

時は、会長、副会長は役職名を記入し、その他の発言者は匿名とする。 

 ○ 公開場所市役所３階市政情報公開室、中央図書館、白糸台図書館、西府図書館、

府中市ホームページ 

 ○ 会議録の内容 会議名、開催回数、開催日時、開催場所、出席者(委員・事務

局)、傍聴人数、会議内容 

 

４ 傍聴できる人数の制限等 

  傍聴できる人数は、おおむね５人程度とし、会議室の広さや感染症等の状況を考

慮した上で、会議ごとに決定する。また、傍聴希望者は、会議の前日までに担当課

に申し込むこととする。 

 

５ 傍聴者名簿への記入及び注意事項 

  傍聴者は、傍聴者名簿に必要事項を記入し、傍聴についての諸注意(裏面)を確認

した上で指定された場所で傍聴する。 

 

６ 会議資料の配布 

  当日の会議資料は、傍聴者にも原則として配布する、ただし、配布する資料が閲

覧用の場合については、会議終了後回収する。 

 

府中市情報公開条例（抜粋） 

（会議の公開） 

第３２条 附属機関等の会議は、公開する。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。 

⑴ 他の法令等に特別の定めがある場合 

⑵ 不開示情報に該当する事項を審議する場合 

⑶ 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が著しく阻害されると認められる 

場合で、附属機関等の決定により、その会議の全部又は一部を公開しないこととした場合 

資 料 ６ 

（例）■府中市生涯学習審議会 

○月○日（○）午後○時 府中駅北第２庁舎３階会議室／傍聴希望の方（先着５人）

は前日までに、文化生涯学習課へ／問合せは同課（３３５・４３９４）へ 
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府中市生涯学習審議会の傍聴について（案） 

 

 

 傍聴される方は、会議の進行を妨げないよう、次の点をお守りください。 

 

１ 受付で住所、氏名を記入して、会議室の外でお待ちください。事務局

がご案内しますので、指定された席にお座りください。 

 

２ 危険物を所持している方、酒気を帯びている方、その他会長が職務 

執行上支障があると認める方は、傍聴をお断りします。 

 

３ 会議中は静粛を旨とし、次の事項をお守りください。 

⑴ 発言をしないこと。 

⑵ みだりに席を離れたり、外部に出たりしないこと。 

⑶ 写真、ビデオ等での撮影、録音をしないこと。 

⑷ 携帯電話は、電源を切るかマナーモードに設定すること。 

 

４ 前条の規定に違反し、そのため会議の進行が妨害されると認めら 

れる場合は、退場していただくことがあります。 
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７ 審議会開催日程案について 

     次のとおり予定しています。 

【令和７年度】７回 

№ 開 催 日 程 主 な 内 容 

１ 第１回  令和７年４月 22日(火) ・委嘱・諮問伝達等 

２ 第２回  令和７年６月30日(月) 

・生涯学習推進計画について 

・第３次府中市生涯学習推進計画におけ

る各事業の実施状況等調査結果について 

・第３次計画策定後の生涯学習審議会答

申について 

・国や都の動向について 

３ 第３回  令和７年７月 29日(火) 

・調査結果の分析、課題整理。 

・市民アンケート、関係団体ヒアリング

について 

４ 第４回  令和７年８・９月頃 
・市民アンケート、関係団体ヒアリング

内容について 

５ 第５回  令和７年１１月頃 
・市民アンケート、関係団体ヒアリング

結果について 

６ 第６回  令和８年１月頃 ・計画の方向性、理念、重要施策について 

７ 第７回  令和８年２・３月頃 ・計画の構成について 

【令和８年度】５回 

№ 開 催 日 程 主 な 内 容 

１ 第８回  令和８年４月頃 ・計画内容について 

２ 第９回  令和８年５月頃 ・計画内容について 

３ 第１０回 令和８年６月頃 ・計画内容について 

４ 第１１回  令和８年７月頃 ・計画素案について（答申案） 

５ 第１２回  令和８年９月頃 ・計画素案について（答申書確定） 

※ 計画素案は、その後教育長へ答申し、１０月の教育委員会に計画案を提出しま

す。１１月～１２月頃パブリック・コメントにて市民の意見を聴取し、１月の教

育委員会で議決を受けることにより策定される予定です。 


